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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子     

                          

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２８年８月２８日 １８時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県徳之島町金見
か な み

埼東方沖 

 金見埼灯台から真方位０８６°７.１海里付近 

 （概位 北緯２７°５４.０′ 東経１２９°０６.２′） 

事故の概要 貨物フェリーみさきは、北東進中、機関士が運転中のスラッジポン

プ駆動部に右手指を挟み込まれ、負傷した。 

事故調査の経過 平成２８年９月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物フェリー みさき、９９９トン 

 １３３５７２、共同組海運株式会社（Ａ社） 

 ８２.９４ｍ（Lr）×１３.５０ｍ×８.０８ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,９４２kＷ、平成５年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和６１年９月１８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２８年５月１９日 

免状有効期間満了日 平成３３年９月１７日 

機関長 男性 ６２歳 

三級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和５８年１０月４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月２９日 

免状有効期間満了日 平成３０年１１月１２日 

機関士Ａ 男性 ２２歳 

四級海技士（機関）（履歴限定）（機関限定） 

免 許 年 月 日 平成２７年３月５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年３月５日 

免状有効期間満了日 平成３２年３月４日 

 死傷者等 重傷 １人（機関士Ａ）  

 損傷 なし 

 気象・海象  気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ５、視界 良好 
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 海象：波高 約２.５～３.０ｍ 

事故の経過 本船は、船長、機関長及び機関士Ａほか６人が乗り組み、旅客２人

を乗せ、鹿児島県知名
ち な

町知名港に向けて平成２８年８月２８日１２時

５０分ごろ徳之島町亀
かめ

徳
とく

港を出港した。 

本船は、知名港に入港して着岸を試みたものの、時化
し け

で着岸するこ

とができず、１５時１５分ごろ鹿児島県鹿児島市谷山港に向かうこと

とした。 

機関士Ａは、単独で機関当直に当たり、本船が約１５ノットの対地

速力で金見埼東方沖を北東進中、１７時５０分ごろ機関室の左舷船尾

側に設置されたスラッジポンプ（以下「本件ポンプ」という。）を始

動した。 

機関士Ａは、本件ポンプの右舷側で船尾方を向いて立ち、本件ポン

プによるスラッジ（燃料油及び潤滑油が使用中又は貯蔵中に酸化して

生じる黒色の沈殿物など）の移送の間に中間軸受にある検油棒で油量

の確認をしていたところ、１８時００分ごろ、船体が横揺れして体勢

を崩し、本件ポンプに右手をついて本件ポンプのモータ側プーリとＶ

ベルトとの間に右手指を挟み込まれた。 

機関士Ａは、本件ポンプの電源を切り、当直航海士に負傷したこと

を連絡し、他の乗組員から右手指の応急処置を受けた。 

船長は、機関士Ａが負傷したので亀徳港に入港することとし、Ａ社

担当者に携帯電話で連絡した。 

Ａ社は、船長から連絡を受け、本船の亀徳港への入港に備え、代理

店の手配及び地元消防機関に救急車の要請を行った。 

機関士Ａは、本船が亀徳港に１９時４０分ごろ入港した後、救急車

で徳之島町所在の病院に搬送され、右示指切断と診断され、２９日に

飛行機で鹿児島市所在の病院に移動して手術を受けた。 

（写真１ 本件ポンプ、写真２ 中間軸受 参照） 

 その他の事項 本件ポンプは、上部にあるモータ側のプーリ（直径約１００mm）か

ら２本掛けのＶベルト（幅約１５mm）を介して下部にあるポンプ側の

プーリ（直径約１９０mm）が回転し、駆動されるようになっていた。 

本件ポンプは、‘プーリとＶベルトに接触防止用の保護カバー’（以

下「本件保護カバー」という。）が取り付けられた状態で販売された

ものの、本事故当時は、本件保護カバーが取り外されていた。 

本船では、本件ポンプを点検して異常があれば、乗組員がＶベル

ト、軸受の交換等の整備作業を行っていた。 

機関当直者は、４時間の３直交替制で入直しており、当直中に１

回、本件ポンプで燃料油のスラッジ及び潤滑油のスラッジをスラッジ

タンクに移送していた。 

機関士Ａは、本事故の約３年半前に本船に乗船した際、本件ポンプ

に本件保護カバーが取り付けられていないことを認めていた。 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関士Ａは、ふだんから、本件ポンプを始動した後、中間軸受の油

量の確認をしていた。 

機関士Ａは、本事故当時、疲労もなく、健康状態は良好であった。 

機関士Ａは、本事故当時、つなぎの作業服、帽子、安全靴及び軍手

を着用していた。 

機関長は、本事故の約２年半前から機関長として本船に乗船してお

り、乗船時から本件保護カバーが取り外された状態で本件ポンプを使

用していた。 

Ａ社担当者は、本事故当時、本件ポンプに本件保護カバーが取り付

けられていないことを知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、金見埼東方沖を北東進中、機関士Ａが、船体の横揺れによ

って体勢を崩し、本件ポンプに右手をついたことから、本件ポンプの

モータ側プーリとＶベルトとの間に右手指を挟み込まれて負傷したも

のと考えられる。 

本件ポンプは、整備作業等により、本件保護カバーが取り外された

ものと考えられるが、復旧されなかった状況については明らかにする

ことができなかった。 

原因  本事故は、本船が金見埼東方沖を北東進中、機関士Ａが、船体の横

揺れによって体勢を崩し、本件ポンプに右手をついたため、本件ポン

プのモータ側プーリとＶベルトとの間に右手指を挟み込まれたことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・動力電動装置の回転軸、歯車、はずみ車等の運動部分で接触する

おそれがあるものには囲い、手すり、覆い等を設けること。 

 ・船体の動揺を十分に注意すること。 
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写真１ 本件ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 中間軸受 
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